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平成21年12月22日に提出いたしました第15期中(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日)半期報告

書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため半期報告書の訂正報告書を提出するも

のであります。 

  

第一部 企業情報 

第５ 経理の状況 

１ 中間連結財務諸表等 

(1) 中間連結財務諸表 

注記事項 

中間連結貸借対照表関係 

２ 中間財務諸表等 

(1) 中間財務諸表 

注記事項 

中間貸借対照表関係 

  

訂正箇所は  を付して表示しております。 

  

１ 【半期報告書の訂正報告書の提出理由】

２ 【訂正事項】

３ 【訂正箇所】



第一部 【企業情報】

第５ 【経理の状況】

１ 【中間連結財務諸表等】

(1) 【中間連結財務諸表】

【注記事項】

(中間連結貸借対照表関係)



（訂正前） 

前中間連結会計期間末 
(平成20年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成21年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成21年３月31日)

 ３ 偶発債務

重要な係争事件

当社は、株式会社フジ・メデ

ィア・ホールディングスより、

平成17年４月18日に１株329円を

もって引き受けた当社株式

133,740,000株を、平成18年３月

16日に売却したことに伴う損失

額34,504百万円について、証券

取引法第18条第１項に基づく損

害賠償請求を受けております。

これについて、その裁判の結果

によっては合計で34,504百万円

の損害賠償金の支払が発生する

可能性があります。

さらに、当社は、証券取引法

違反(虚偽記載の有価証券報告

書)により、個人株主及び機関投

資家等より証券取引法第21条の

２に基づく損害賠償請求を受け

ております。これについて、そ

の裁判の結果によっては合計で

41,956百万円の損害賠償金の支

払が発生する可能性がありま

す。

また、当社は、個人株主及び

機関投資家等より民法第709条に

基づく損害賠償請求を受けてお

ります。これについて、その裁

判の結果によっては合計で177百

万円の損害賠償金の支払が発生

する可能性があります。

上記株主訴訟のうち、日本生

命保険相互会社その他５信託銀

行からの訴訟については、平成

20年６月13日東京地方裁判所に

て 判 決 が 出 さ れ、原 告 請 求

10,881百万円のうち、9,544百万

円の請求を認める判決が出され

ました。弊社ではこの判決を不

服として、東京高等裁判所に控

訴いたしました。当該判決が出

たことに伴い、遅延損害金等を

含め訴訟損失引当金として計上

しております。

さらに、当社は、アライドテ

レシス株式会社より民法第415条

（債務不履行による損害賠償）

に基づく債務不履行による違約

金の支払請求を受けており、裁

判の結果により430百万円の違約

金の支払が発生する可能性があ

ります。加えて、榎本大輔氏か

らは、民法第703条（不当利得返

還請求権）に基づく不当利得返

還請求を受けており、裁判の結

果により750百万円の支払が発生

する可能性があります。

２ 偶発債務 

重要な係争事件 

 当社は、旧証券取引法違反(虚偽

記載の有価証券報告書)により、個

人株主および機関投資家等より旧証

券取引法第21条の２第１項(流通市

場における民事責任規定)に基づく

損害賠償請求を受けております。こ

れについて、その裁判の結果によっ

ては合計で24,511百万円の損害賠償

金の支払が発生する可能性がありま

す。 

 また、当社は、機関投資家等より

民法第709条(一般不法行為)に基づ

く損害賠償請求を受けております。

これについて、その裁判の結果によ

っては合計で1,231百万円の損害賠

償金の支払が発生する可能性があり

ます。 

  上記株主訴訟のうち、個人株主約

3,000人を原告とする訴訟について

は、平成21年５月21日東京地方裁判

所にて、原告請求23,069百万円のう

ち、7,270百万円の請求を認める判

決が出されました。このうち、原告

約1,500人とは、１審認容額3,993百

万円を当社が支払う内容での和解が

成立したため、現在は、残りの原告

約1,500名から、10,520百万円の請

求を受けております。当社はこの判

決を不服として、東京高等裁判所に

控訴いたしております。さらに、日

本生命保険相互会社その他５信託銀

行からの訴訟については、平成21年

12月16日東京高等裁判所にて、原告

請求10,881百万円のうち9,896百万

円の請求を認める判決が出されまし

た。当社は、この判決を不服とし

て、最高裁判所に上告する予定で

す。これらの判決が出たことに伴

い、遅延損害金等を含め訴訟損失引

当金として計上しております。 

  当社は、日本生命保険相互会社そ

の他５信託銀行からの訴訟、個人株

主約1,500人を原告とする訴訟以外

の訴訟につきましても、上記の判決

等を踏まえ、訴訟に対する損失に備

えるため、将来発生する可能性のあ

る損失を見積り、必要と認められる

額を訴訟損失引当金として計上して

おります。 

  今後、多額の損害賠償の支払義務

が発生した場合、当社の事業計画に

支障をきたし、業績や財政状態に影

響を及ぼす可能性があります。 

   

 

４ 偶発債務 

重要な係争事件 

 当社は、旧証券取引法違反(虚偽

記載の有価証券報告書)により、個

人株主および機関投資家等より旧証

券取引法第21条の２第１項(流通市

場における民事責任規定)に基づく

損害賠償請求を受けております。こ

れについて、その裁判の結果によっ

ては合計で41,764百万円の損害賠償

金の支払が発生する可能性がありま

す。 

 また、当社は、個人株主および機

関投資家等より民法第709条(一般不

法行為)に基づく損害賠償請求 

を受けております。これについて、

その裁判の結果によっては合計で

1,408百万円の損害賠償金の支払が

発生する可能性があります。 

 上記株主訴訟のうち、日本生命保

険相互会社その他５信託銀行からの

訴訟については、平成20年６月13日

東京地方裁判所にて、原告請求

10,881百万円のうち、9,544百万円

の請求を認める判決が出されまし

た。さらに、個人株主約3,000人を

原告とする訴訟については、平成21

年５月21日東京地方裁判所にて、原

告請求23,069百万円のうち、7,270

百万円の請求を認める判決が出され

ました。当社はこれらの判決を不服

として、東京高等裁判所に控訴いた

しました。当該判決が出たことに伴

い、遅延損害金等を含め訴訟損失引

当金として計上しております。 

 当社は、日本生命保険相互会社そ

の他５信託銀行からの訴訟、個人株

主約3,000人を原告とする訴訟 

以外の訴訟につきましても、平成21

年５月21日の判決等を踏まえ、訴訟

に対する損失に備えるため、将来発

生する可能性のある損失を見積り、

必要と認められる額を訴訟損失引当

金として計上しております。 

 さらに、当社は、アライドテレシ

ス株式会社より民法第415条（債務

不履行による損害賠償）に基づく債

務不履行による違約金の支払請求を

受けており、裁判の結果により446

百万円の違約金の支払が発生する可

能性があります。加えて、榎本大輔

氏からは、民法第703条（不当利得

返還請求権）に基づく不当利得返還

請求を受けており、裁判の結果によ

り750百万円の支払が発生する可能

性があります。 

 



前中間連結会計期間末 
(平成20年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成21年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成21年３月31日)

今後、多額の損害賠償の支払

義務が発生した場合、当社の事

業計画に支障をきたし、業績や

財政状態に影響を及ぼす可能性

があります。

上記のほか、証券取引法違反

（虚偽記載の有価証券報告書）

等により、機関投資家等から損

害賠償を求める通知書を受領し

ており、最大で5,336百万円の支

払いが発生する可能性がありま

す。

また、本年５月には、前記株

式会社フジ・メディア・ホール

ディングスより、前記の株式に

つき、契約違反と民法第709条を

根拠として、平成17年12月20日

の市場価格（保有期間中最高価

格の１株あたり794円）と平成18

年３月16日の売却価格（71円）

の差額として、前記株式取得金

額である44,000百万円を超える

96,694百万円の損害賠償を求め

る追加催告書を受領しており、

更に本年12月に、同旨の内容の

催告書を再度受領しています。

これにより、前記訴訟額34,504

百万円と催告金額の差額とし

て、最大で62,189百万円の支払

いが発生する可能性がありま

す。

 上記訴訟のうち、榎本大輔氏から

の訴訟については、平成21年３月31

日東京地方裁判所にて、原告請求を

棄却する判決が出されました。原告

である榎本氏のみこの判決を不服と

して、東京高等裁判所に控訴しまし

た。 

 今後、多額の損害賠償の支払義務

が発生した場合、当社の事業計画に

支障をきたし、業績や財政状態に影

響を及ぼす可能性があります。



（訂正後） 

前中間連結会計期間末 
(平成20年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成21年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成21年３月31日)

 ３ 偶発債務

重要な係争事件

当社は、株式会社フジ・メデ

ィア・ホールディングスより、

平成17年４月18日に１株329円を

もって引き受けた当社株式

133,740,000株を、平成18年３月

16日に売却したことに伴う損失

額34,504百万円について、証券

取引法第18条第１項に基づく損

害賠償請求を受けております。

これについて、その裁判の結果

によっては合計で34,504百万円

の損害賠償金の支払が発生する

可能性があります。

さらに、当社は、証券取引法

違反(虚偽記載の有価証券報告

書)により、個人株主及び機関投

資家等より証券取引法第21条の

２に基づく損害賠償請求を受け

ております。これについて、そ

の裁判の結果によっては合計で

41,956百万円の損害賠償金の支

払が発生する可能性がありま

す。

また、当社は、個人株主及び

機関投資家等より民法第709条に

基づく損害賠償請求を受けてお

ります。これについて、その裁

判の結果によっては合計で177百

万円の損害賠償金の支払が発生

する可能性があります。

上記株主訴訟のうち、日本生

命保険相互会社その他５信託銀

行からの訴訟については、平成

20年６月13日東京地方裁判所に

て 判 決 が 出 さ れ、原 告 請 求

10,881百万円のうち、9,544百万

円の請求を認める判決が出され

ました。弊社ではこの判決を不

服として、東京高等裁判所に控

訴いたしました。当該判決が出

たことに伴い、遅延損害金等を

含め訴訟損失引当金として計上

しております。

さらに、当社は、アライドテ

レシス株式会社より民法第415条

（債務不履行による損害賠償）

に基づく債務不履行による違約

金の支払請求を受けており、裁

判の結果により430百万円の違約

金の支払が発生する可能性があ

ります。加えて、榎本大輔氏か

らは、民法第703条（不当利得返

還請求権）に基づく不当利得返

還請求を受けており、裁判の結

果により750百万円の支払が発生

する可能性があります。

２ 偶発債務 

重要な係争事件 

 当社は、旧証券取引法違反(虚偽

記載の有価証券報告書)により、個

人株主および機関投資家等より旧証

券取引法第21条の２第１項(流通市

場における民事責任規定)に基づく

損害賠償請求を受けております。こ

れについて、その裁判の結果によっ

ては合計で24,511百万円の損害賠償

金の支払が発生する可能性がありま

す。 

 また、当社は、機関投資家等より

民法第709条(一般不法行為)に基づ

く損害賠償請求を受けております。

これについて、その裁判の結果によ

っては合計で1,231百万円の損害賠

償金の支払が発生する可能性があり

ます。 

  上記株主訴訟のうち、個人株主約

3,000人を原告とする訴訟について

は、平成21年５月21日東京地方裁判

所にて、原告請求23,069百万円のう

ち、7,270百万円の請求を認める判

決が出されました。このうち、原告

の約半数とは、総額5,012 百万円

（遅延損害金を含む）を当社が支払

う内容での和解が成立したため、現

在は、残りの約半数から、10,520百

万円の請求を受けております。当社

はこの判決を不服として、東京高等

裁判所に控訴いたしております。さ

らに、日本生命保険相互会社その他

５信託銀行からの訴訟については、

平成21年12月16日東京高等裁判所に

て、原告請求10,881百万円のうち

9,896百万円の請求を認める判決が

出されました。当社は、この判決を

不服として、最高裁判所に上告する

予定です。これらの判決が出たこと

に伴い、遅延損害金等を含め訴訟損

失引当金として計上しております。 

  当社は、日本生命保険相互会社そ

の他５信託銀行からの訴訟、個人株

主約1,500人を原告とする訴訟以外

の訴訟につきましても、上記の判決

等を踏まえ、訴訟に対する損失に備

えるため、将来発生する可能性のあ

る損失を見積り、必要と認められる

額を訴訟損失引当金として計上して

おります。 

  今後、多額の損害賠償の支払義務

が発生した場合、当社の事業計画に

支障をきたし、業績や財政状態に影

響を及ぼす可能性があります。 

   

 

４ 偶発債務 

重要な係争事件 

 当社は、旧証券取引法違反(虚偽

記載の有価証券報告書)により、個

人株主および機関投資家等より旧証

券取引法第21条の２第１項(流通市

場における民事責任規定)に基づく

損害賠償請求を受けております。こ

れについて、その裁判の結果によっ

ては合計で41,764百万円の損害賠償

金の支払が発生する可能性がありま

す。 

 また、当社は、個人株主および機

関投資家等より民法第709条(一般不

法行為)に基づく損害賠償請求 

を受けております。これについて、

その裁判の結果によっては合計で

1,408百万円の損害賠償金の支払が

発生する可能性があります。 

 上記株主訴訟のうち、日本生命保

険相互会社その他５信託銀行からの

訴訟については、平成20年６月13日

東京地方裁判所にて、原告請求

10,881百万円のうち、9,544百万円

の請求を認める判決が出されまし

た。さらに、個人株主約3,000人を

原告とする訴訟については、平成21

年５月21日東京地方裁判所にて、原

告請求23,069百万円のうち、7,270

百万円の請求を認める判決が出され

ました。当社はこれらの判決を不服

として、東京高等裁判所に控訴いた

しました。当該判決が出たことに伴

い、遅延損害金等を含め訴訟損失引

当金として計上しております。 

 当社は、日本生命保険相互会社そ

の他５信託銀行からの訴訟、個人株

主約3,000人を原告とする訴訟 

以外の訴訟につきましても、平成21

年５月21日の判決等を踏まえ、訴訟

に対する損失に備えるため、将来発

生する可能性のある損失を見積り、

必要と認められる額を訴訟損失引当

金として計上しております。 

 さらに、当社は、アライドテレシ

ス株式会社より民法第415条（債務

不履行による損害賠償）に基づく債

務不履行による違約金の支払請求を

受けており、裁判の結果により446

百万円の違約金の支払が発生する可

能性があります。加えて、榎本大輔

氏からは、民法第703条（不当利得

返還請求権）に基づく不当利得返還

請求を受けており、裁判の結果によ

り750百万円の支払が発生する可能

性があります。 

 



 
  

前中間連結会計期間末 
(平成20年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成21年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成21年３月31日)

今後、多額の損害賠償の支払

義務が発生した場合、当社の事

業計画に支障をきたし、業績や

財政状態に影響を及ぼす可能性

があります。

上記のほか、証券取引法違反

（虚偽記載の有価証券報告書）

等により、機関投資家等から損

害賠償を求める通知書を受領し

ており、最大で5,336百万円の支

払いが発生する可能性がありま

す。

また、本年５月には、前記株

式会社フジ・メディア・ホール

ディングスより、前記の株式に

つき、契約違反と民法第709条を

根拠として、平成17年12月20日

の市場価格（保有期間中最高価

格の１株あたり794円）と平成18

年３月16日の売却価格（71円）

の差額として、前記株式取得金

額である44,000百万円を超える

96,694百万円の損害賠償を求め

る追加催告書を受領しており、

更に本年12月に、同旨の内容の

催告書を再度受領しています。

これにより、前記訴訟額34,504

百万円と催告金額の差額とし

て、最大で62,189百万円の支払

いが発生する可能性がありま

す。

 上記訴訟のうち、榎本大輔氏から

の訴訟については、平成21年３月31

日東京地方裁判所にて、原告請求を

棄却する判決が出されました。原告

である榎本氏のみこの判決を不服と

して、東京高等裁判所に控訴しまし

た。 

 今後、多額の損害賠償の支払義務

が発生した場合、当社の事業計画に

支障をきたし、業績や財政状態に影

響を及ぼす可能性があります。



２ 【中間財務諸表等】

(1) 【中間財務諸表】

【注記事項】

(中間貸借対照表関係)



（訂正前） 

項目
前中間会計期間末 
(平成20年９月30日)

当中間会計期間末
(平成21年９月30日)

前事業年度末 
(平成21年３月31日)

※１ 有形固定資産の減価
償却累計額

37,708千円 ─────── ───────

※２ 担保資産 現金及び預金   3,500,000千円
（子会社の信用状等に対応するも
の）
関係会社株式  2,459,778千円
（信用取引保証金代用有価証券）

─────── 現金及び預金   3,500,000千円

（子会社の信用状に対応するも
の）
関係会社株式  2,459,778千円
（信用取引保証金代用有価証券）

３ 偶発債務 重要な係争事件
  当社は、株式会社フジ・メデ
ィア・ホールディングスより、
平成17年４月18日に１株329円
をもって引き受けた当社株式
133,740,000株を、平成18年３
月16日に売却したことに伴う損
失額34,504百万円について、証
券取引法第18条第１項に基づく
損害賠償請求を受けておりま
す。これについて、その裁判の
結果によっては合計で34,504百
万円の損害賠償金の支払が発生
する可能性があります。

  さらに、当社は、証券取引法
違反(虚偽記載の有価証券報告
書)により、個人株主及び機関
投資家等より証券取引法第21条
の２に基づく損害賠償請求を受
けております。これについて、
その裁判の結果によっては合計
で41,956百万円の損害賠償金の
支払が発生する可能性がありま
す。

  また、当社は、個人株主及び
機関投資家等より民法第709条
に基づく損害賠償請求を受けて
おります。これについて、その
裁判の結果によっては合計で
177百万円の損害賠償金の支払
が発生する可能性があります。

  上記株主訴訟のうち、日本生
命保険相互会社その他５信託銀
行からの訴訟については、平成
20年６月13日東京地方裁判所に
て判決が出され、原告請求
10,881百万円のうち、9,544百
万円の請求を認める判決が出さ
れました。弊社ではこの判決を
不服として、東京高等裁判所に
控訴いたしました。

  なお、当該判決が出たことに
伴い、遅延損害金等を含め訴訟
損失引当金として計上しており
ます。

  さらに、当社は、アライドテ
レシス株式会社より民法第415
条（債務不履行による損害賠
償）に基づく債務不履行による
違約金の支払請求を受けてお
り、裁判の結果により430百万
円の違約金の支払が発生する可
能性があります。加えて、榎本
大輔氏からは、民法第703条
（不当利得返還請求権）に基づ
く不当利得返還請求を受けてお
り、裁判の結果により750百万
円の支払が発生する可能性があ
ります。

重要な係争事件
    当社は、旧証券取引法違反
(虚偽記載の有価証券報告書)に
より、個人株主および機関投資
家等より旧証券取引法第21条の
２第１項(流通市場における民
事責任規定)に基づく損害賠償
請求を受けております。これに
ついて、その裁判の結果によっ
ては合計で24,511百万円の損害
賠償金の支払が発生する可能性
があります。 
 また、当社は、機関投資家等
より民法第709条(一般不法行
為)に基づく損害賠償請求を受
けております。これについて、
その裁判の結果によっては合計
で1,231百万円の損害賠償金の
支払が発生する可能性がありま
す。 
  上記株主訴訟のうち、個人株
主約3,000人を原告とする訴訟
については、平成21年５月21日
東京地方裁判所にて、原告請求
23,069百万円のうち、7,270百
万円の請求を認める判決が出さ
れました。このうち、原告約
1,500人とは、１審認容額3,993
百万円を当社が支払う内容での
和解が成立したため、現在は、
残りの原告約1,500名から、
10,520百万円の請求を受けてお
ります。当社はこの判決を不服
として、東京高等裁判所に控訴
いたしております。さらに、日
本生命保険相互会社その他５信
託銀行からの訴訟については、
平成21年12月16日東京高等裁判
所にて、原告請求10,881百万円
のうち9,896百万円の請求を認
める判決が出されました。当社
は、この判決を不服として、最
高裁判所に上告する予定です。
これらの判決が出たことに伴
い、遅延損害金等を含め訴訟損
失引当金として計上しておりま
す。 
  当社は、日本生命保険相互会
社その他５信託銀行からの訴
訟、個人株主約1,500人を原告
とする訴訟以外の訴訟につきま
しても、上記の判決等を踏ま
え、訴訟に対する損失に備える
ため、将来発生する可能性のあ
る損失を見積り、必要と認めら
れる額を訴訟損失引当金として
計上しております。 
  今後、多額の損害賠償の支払
義務が発生した場合、当社の事
業計画に支障をきたし、業績や
財政状態に影響を及ぼす可能性
があります。 
   
 

重要な係争事件
  当社は、旧証券取引法違反
(虚偽記載の有価証券報告書)に
より、個人株主および機関投資
家等より旧証券取引法第21条の
２第１項(流通市場における民
事責任規定)に基づく損害賠償
請求を受けております。これに
ついて、その裁判の結果によっ
ては合計で41,764百万円の損害
賠償金の支払が発生する可能性
があります。 
 また、当社は、個人株主およ
び機関投資家等より民法第709
条(一般不法行為)に基づく損害
賠償請求を受けております。こ
れについて、その裁判の結果に
よっては合計で1,408百万円の
損害賠償金の支払が発生する可
能性があります。 
 上記株主訴訟のうち、日本生
命保険相互会社その他５信託銀
行からの訴訟については、平成
20年６月13日東京地方裁判所に
て、原告請求10,881百万円のう
ち、9,544百万円の請求を認め
る判決が出されました。さら
に、個人株主約3,000人を原告
とする訴訟については、平成21
年５月21日東京地方裁判所に
て、原告請求23,069百万円のう
ち、7,270百万円の請求を認め
る判決が出されました。当社は
これらの判決を不服として、東
京高等裁判所に控訴いたしまし
た。当該判決が出たことに伴
い、遅延損害金等を含め訴訟損
失引当金として計上しておりま
す。 
 当社は、日本生命保険相互会
社その他５信託銀行からの訴
訟、個人株主約3,000人を原告
とする訴訟以外の訴訟につきま
しても、上記の判決等を踏ま
え、訴訟に対する損失に備える
ため、将来発生する可能性のあ
る損失を見積り、必要と認めら
れる額を訴訟損失引当金として
計上しております。 
 さらに、当社は、アライドテ
レシス株式会社より民法第415
条（債務不履行による損害賠
償）に基づく債務不履行による
違約金の支払請求を受けてお
り、裁判の結果により446百万
円の違約金の支払が発生する可
能性があります。加えて、榎本
大輔氏からは、民法第703条
（不当利得返還請求権）に基づ
く不当利得返還請求を受けてお
り、裁判の結果により750百万
円の支払が発生する可能性があ
ります。 
 



項目
前中間会計期間末 
(平成20年９月30日)

当中間会計期間末
(平成21年９月30日)

前事業年度末 
(平成21年３月31日)

３ 偶発債務   今後、多額の損害賠償の支払
義務が発生した場合、当社の事
業計画に支障をきたし、業績や
財政状態に影響を及ぼす可能性
があります。

  上記のほか、証券取引法違反
（虚偽記載の有価証券報告書）
等により、機関投資家等から損
害賠償を求める通知書を受領し
ており、最大で5,336百万円の
支払いが発生する可能性があり
ます。

  また、本年５月には、前記株
式会社フジ・メディア・ホール
ディングスより、前記の株式に
つき、契約違反と民法第709条
を根拠として、平成17年12月20
日の市場価格（保有期間中最高
価格の１株あたり794円）と平
成18年３月16日の売却価格（71
円）の差額として、前記株式取
得金額である44,000百万円を超
える96,694百万円の損害賠償を
求める追加催告書を受領してお
り、更に本年12月に、同旨の内
容の催告書を再度受領していま
す。これにより、前記訴訟額
34,504百万円と催告金額の差額
として、最大で62,189百万円の
支払いが発生する可能性があり
ます。

   上記訴訟のうち、榎本大輔氏
からの訴訟については、平成21
年３月31日東京地方裁判所に
て、原告請求を棄却する判決が
出されました。原告である榎本
氏のみこの判決を不服として、
東京高等裁判所に控訴しまし
た。 
 今後、多額の損害賠償の支払
義務が発生した場合、当社の事
業計画に支障をきたし、業績や
財政状態に影響を及ぼす可能性
があります。

※４ 金銭の信託 ───────   弁済金管理信託契約に基づ
き、定期預金で運用しておりま
す。

 同左



（訂正後） 

項目
前中間会計期間末 
(平成20年９月30日)

当中間会計期間末
(平成21年９月30日)

前事業年度末 
(平成21年３月31日)

※１ 有形固定資産の減価
償却累計額

37,708千円 ─────── ───────

※２ 担保資産 現金及び預金   3,500,000千円
（子会社の信用状等に対応するも
の）
関係会社株式  2,459,778千円
（信用取引保証金代用有価証券）

─────── 現金及び預金   3,500,000千円

（子会社の信用状に対応するも
の）
関係会社株式  2,459,778千円
（信用取引保証金代用有価証券）

３ 偶発債務 重要な係争事件
  当社は、株式会社フジ・メデ
ィア・ホールディングスより、
平成17年４月18日に１株329円
をもって引き受けた当社株式
133,740,000株を、平成18年３
月16日に売却したことに伴う損
失額34,504百万円について、証
券取引法第18条第１項に基づく
損害賠償請求を受けておりま
す。これについて、その裁判の
結果によっては合計で34,504百
万円の損害賠償金の支払が発生
する可能性があります。

  さらに、当社は、証券取引法
違反(虚偽記載の有価証券報告
書)により、個人株主及び機関
投資家等より証券取引法第21条
の２に基づく損害賠償請求を受
けております。これについて、
その裁判の結果によっては合計
で41,956百万円の損害賠償金の
支払が発生する可能性がありま
す。

  また、当社は、個人株主及び
機関投資家等より民法第709条
に基づく損害賠償請求を受けて
おります。これについて、その
裁判の結果によっては合計で
177百万円の損害賠償金の支払
が発生する可能性があります。

  上記株主訴訟のうち、日本生
命保険相互会社その他５信託銀
行からの訴訟については、平成
20年６月13日東京地方裁判所に
て判決が出され、原告請求
10,881百万円のうち、9,544百
万円の請求を認める判決が出さ
れました。弊社ではこの判決を
不服として、東京高等裁判所に
控訴いたしました。

  なお、当該判決が出たことに
伴い、遅延損害金等を含め訴訟
損失引当金として計上しており
ます。

  さらに、当社は、アライドテ
レシス株式会社より民法第415
条（債務不履行による損害賠
償）に基づく債務不履行による
違約金の支払請求を受けてお
り、裁判の結果により430百万
円の違約金の支払が発生する可
能性があります。加えて、榎本
大輔氏からは、民法第703条
（不当利得返還請求権）に基づ
く不当利得返還請求を受けてお
り、裁判の結果により750百万
円の支払が発生する可能性があ
ります。

重要な係争事件
    当社は、旧証券取引法違反
(虚偽記載の有価証券報告書)に
より、個人株主および機関投資
家等より旧証券取引法第21条の
２第１項(流通市場における民
事責任規定)に基づく損害賠償
請求を受けております。これに
ついて、その裁判の結果によっ
ては合計で24,511百万円の損害
賠償金の支払が発生する可能性
があります。 
 また、当社は、機関投資家等
より民法第709条(一般不法行
為)に基づく損害賠償請求を受
けております。これについて、
その裁判の結果によっては合計
で1,231百万円の損害賠償金の
支払が発生する可能性がありま
す。 
  上記株主訴訟のうち、個人株
主約3,000人を原告とする訴訟
については、平成21年５月21日
東京地方裁判所にて、原告請求
23,069百万円のうち、7,270百
万円の請求を認める判決が出さ
れました。このうち、原告の約
半数とは、総額5,012 百万円
（遅延損害金を含む）を当社が
支払う内容での和解が成立した
ため、現在は、残りの約半数か
ら、10,520百万円の請求を受け
ております。当社はこの判決を
不服として、東京高等裁判所に
控訴いたしております。当社は
この判決を不服として、東京高
等裁判所に控訴いたしておりま
す。さらに、日本生命保険相互
会社その他５信託銀行からの訴
訟については、平成21年12月16
日東京高等裁判所にて、原告請
求10,881百万円のうち9,896百
万円の請求を認める判決が出さ
れました。当社は、この判決を
不服として、最高裁判所に上告
する予定です。これらの判決が
出たことに伴い、遅延損害金等
を含め訴訟損失引当金として計
上しております。 
  当社は、日本生命保険相互会
社その他５信託銀行からの訴
訟、個人株主約1,500人を原告
とする訴訟以外の訴訟につきま
しても、上記の判決等を踏ま
え、訴訟に対する損失に備える
ため、将来発生する可能性のあ
る損失を見積り、必要と認めら
れる額を訴訟損失引当金として
計上しております。 
  今後、多額の損害賠償の支払
義務が発生した場合、当社の事
業計画に支障をきたし、業績や
財政状態に影響を及ぼす可能性
があります。 
   
 

重要な係争事件
  当社は、旧証券取引法違反
(虚偽記載の有価証券報告書)に
より、個人株主および機関投資
家等より旧証券取引法第21条の
２第１項(流通市場における民
事責任規定)に基づく損害賠償
請求を受けております。これに
ついて、その裁判の結果によっ
ては合計で41,764百万円の損害
賠償金の支払が発生する可能性
があります。 
 また、当社は、個人株主およ
び機関投資家等より民法第709
条(一般不法行為)に基づく損害
賠償請求を受けております。こ
れについて、その裁判の結果に
よっては合計で1,408百万円の
損害賠償金の支払が発生する可
能性があります。 
 上記株主訴訟のうち、日本生
命保険相互会社その他５信託銀
行からの訴訟については、平成
20年６月13日東京地方裁判所に
て、原告請求10,881百万円のう
ち、9,544百万円の請求を認め
る判決が出されました。さら
に、個人株主約3,000人を原告
とする訴訟については、平成21
年５月21日東京地方裁判所に
て、原告請求23,069百万円のう
ち、7,270百万円の請求を認め
る判決が出されました。当社は
これらの判決を不服として、東
京高等裁判所に控訴いたしまし
た。当該判決が出たことに伴
い、遅延損害金等を含め訴訟損
失引当金として計上しておりま
す。 
 当社は、日本生命保険相互会
社その他５信託銀行からの訴
訟、個人株主約3,000人を原告
とする訴訟以外の訴訟につきま
しても、上記の判決等を踏ま
え、訴訟に対する損失に備える
ため、将来発生する可能性のあ
る損失を見積り、必要と認めら
れる額を訴訟損失引当金として
計上しております。 
 さらに、当社は、アライドテ
レシス株式会社より民法第415
条（債務不履行による損害賠
償）に基づく債務不履行による
違約金の支払請求を受けてお
り、裁判の結果により446百万
円の違約金の支払が発生する可
能性があります。加えて、榎本
大輔氏からは、民法第703条
（不当利得返還請求権）に基づ
く不当利得返還請求を受けてお
り、裁判の結果により750百万
円の支払が発生する可能性があ
ります。 
 



 
  

項目
前中間会計期間末 
(平成20年９月30日)

当中間会計期間末
(平成21年９月30日)

前事業年度末 
(平成21年３月31日)

３ 偶発債務   今後、多額の損害賠償の支払
義務が発生した場合、当社の事
業計画に支障をきたし、業績や
財政状態に影響を及ぼす可能性
があります。

  上記のほか、証券取引法違反
（虚偽記載の有価証券報告書）
等により、機関投資家等から損
害賠償を求める通知書を受領し
ており、最大で5,336百万円の
支払いが発生する可能性があり
ます。

  また、本年５月には、前記株
式会社フジ・メディア・ホール
ディングスより、前記の株式に
つき、契約違反と民法第709条
を根拠として、平成17年12月20
日の市場価格（保有期間中最高
価格の１株あたり794円）と平
成18年３月16日の売却価格（71
円）の差額として、前記株式取
得金額である44,000百万円を超
える96,694百万円の損害賠償を
求める追加催告書を受領してお
り、更に本年12月に、同旨の内
容の催告書を再度受領していま
す。これにより、前記訴訟額
34,504百万円と催告金額の差額
として、最大で62,189百万円の
支払いが発生する可能性があり
ます。

   上記訴訟のうち、榎本大輔氏
からの訴訟については、平成21
年３月31日東京地方裁判所に
て、原告請求を棄却する判決が
出されました。原告である榎本
氏のみこの判決を不服として、
東京高等裁判所に控訴しまし
た。 
 今後、多額の損害賠償の支払
義務が発生した場合、当社の事
業計画に支障をきたし、業績や
財政状態に影響を及ぼす可能性
があります。

※４ 金銭の信託 ───────   弁済金管理信託契約に基づ
き、定期預金で運用しておりま
す。

 同左


